
基本チェックリストの実施
（☞ 手続きの詳細は6ページ）

要介護・要支援認定

サービスを利用するまでの手続きの流れ

運動や体操教室など参加
したい、地域の人と交流
したい 等

介護が必要な
状態ですか？

特定疾病がある

訪問型サービス
（ヘルパー）と
通所型サービス
（デイサービス）
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要介護・要支援認定

住宅改修や福祉用
具のレンタルなど
の介護（介護予
防）サービス

訪問型サービス
（ヘルパー）と
通所型サービス
（デイサービス）

短期集中型
介護予防
サービス

一般介護予防事業
(さんちゃん健康体操、介護予防教室、ｾｶﾝﾄﾞﾗｲﾌ応援ｽﾃｰｼｮﾝ等)

利用できるサービス

利用できるサービス

日
常
生
活
で
介
助
が
必
要
と
感
じ
て
き
た
・困
り
ご
と
が
増
え
て
き
た

寝たきり状態や
認知症状があり、
目が離せない状態
です。

例えば…
・食事、排泄、移動に介助又
は見守りが必要
・ひどい物忘れや同じ話をす
るような認知症状がある。

上記のような状態
ではありません。

例えば…
・買い物や掃除、洗濯等の家
事がおっくう、おろそかに
なってきた。
・閉じこもりがちで、食が細
くなり元気がなくなってきた。

認定結果
の通知

介護予防ケア
マネジメント依頼
届出書の提出

該当

一般介護予防事業
さんちゃん健康体操、

ｾｶﾝﾄﾞﾗｲﾌ応援ｽﾃｰｼｮﾝ等)

が利用できます。

基本チェック
リストの実施が
できます。

非該当

サ
ー
ビ
ス
利
用
計
画
の
作
成

サ
ー
ビ
ス
利
用
の
開
始

要支援２
生活機能の一部に低
下があり、介護予防
サービスを利用すれ
ば改善が見込まれる。

要支援１
生活機能の一部に若
干の低下があり、介
護予防サービスを利
用すれば改善が見込
まれる。

要介護１
身の回りの世話に見
守りや手助けが必要。
立ち上がり、歩行等
で支えが必要。何ら
かの認知症状がある。

要介護２
身の回りの世話全般
に見守りや手助けが
必要。立ち上がり、
歩行等で支えが必要。
排泄や食事で見守り
や手助けが必要。

要介護３
身の回りの世話や立
ち上がりが一人では
できない。排泄等で
全般的な介助が必要。

要介護４
日常生活を営む機能
がかなり低下してお
り、全面的な介助が
必要な場合が多い。
問題行動や理解低下
あり、立ち上がりや
歩行等がほとんどで
きない。

要介護５
日常生活を営む機能
が著しく低下してお
り、全面的な介助が
必要。多くの問題行
動や全般的な理解低
下もあり、意思の疎
通が困難。

要介護認定等の目安基本チェックリスト該当者

サービス事業
対象者

要支援１～２と同程
度の状態

要支援１・２ 要介護１～５

サービス事業対象者

サービス利用計画は

介護支援専門員
（ケアマネジャー）＊

が無料で作成します。

認定

非該当

※要介護認定等の目安は、参考

例であり、実際には介護認定審

査会において本人の状態を総合

的に判断して決定されます。

認定

認定結果
の通知

要支援１・２ 要介護１～５

＊介護支援専門員とは・・・

介護の知識を幅広く持った専
門家です。御本人に必要な
サービスや社会資源を見立て
計画する人です。

（自分で
作成する
ことも可能）

認定

http://2.bp.blogspot.com/-YMYUbN_P3II/ViiphQ804II/AAAAAAAAz6g/tgyDA0bRARM/s800/tesuri_ojiisan.png

